
広報おおいそ　平成25年 3月17

広 告 募 集 !!
　この広報おおいそに掲載する広告（広告主）を
募集しています。詳しくは町ホームページの広告
募集をご覧になるか、問い合わせください。
◎問い合わせ　政策課　☎内線206

はもうお済みですか？はもうお済みですか？確定申告確定申告
・自営業や副業を始められた方　・住宅を購入された方

・電子申告をされたい方…など

初回 　　　　 実施中！
大切なお金が戻ってくるかもしれません！！

初回 　　　　 実施中！
大切なお金が戻ってくるかもしれません！！

無料相談無料相談無料相談

☎0463－38－5019
info@tt-cpa.com

お気軽に
ご連絡ください
お気軽に
ご連絡ください

ティーアンドティー
会計事務所 平塚市夕陽ヶ丘13-6-202

公認会計士・税理士
土 屋 崇 之

ホームページはt-cpa.netで検索

土・日の

出張相
談も

 OK！！
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出張相
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 OK！！

防災行政無線ダイヤル 　　　　　　　　　　　　発
はっ

　災
さい

　　　O   I   S   O

☎ 0120（83）0150
防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。 　　危機管理対策室　☎内線241問

　とき　4月 21日（日）  8:30 開会
　ところ　大磯中学校グラウンド
　参加資格　町在住、在勤、在学の
方
　競技規則　日本ソフトボール協会
オフィシャルルール
　申込期限　4月 5日（金）
　代表者会議・抽選会　4月10日（水）
　19:00～ 生涯学習館
問・申　町体育協会ソフトボール部
　尾崎宅　☎（61）4550

　とき　4月 14日（日）　9:00 ～
　ところ　国府中学校体育館
　対象　町内在住・在勤・在学の方
及び町に所在する団体に所属の方。
ゼッケンは各自用意。
　種目　一般男子・女子の部（高校
生以上）、小中学生男子・女子の
部　※予選リーグ・決勝トーナ
メント方式、40㎜白ボール使用、
11点 5セットマッチ
　申込締切　4月 5日（金）まで
申　町体育協会卓球部
　小野寺宅
　〒 255-0003
　大磯町大磯 711-9
　（郵送のみ）

　相続 ･遺言書について専門家によ
る講座を開催します。
　とき　3月 24日（日）
　10:00 ～ 12:00
　ところ　ひらつか市民活動セン
ター会議室（平塚駅南口徒歩 2分、
JAビルかながわ 2階）
　テーマ　これだけは知っておきた
い！「相続」と「遺言書」の基礎知識
　講師　近藤　伸一さん（行政書士・
税理士）
　参加費　無料（申込制・先着順）
　申込方法　電話かメールで 3月
　4日（月）～
問・申　平塚市市民情報・相談課
　消費生活担当　☎（20）5775
　E-mail:jousou@city.hiratsuka.
　kanagawa.jp

第22回
町民春季ソフトボール大会

第51回
町民卓球大会（個人戦）

「暮らしの講座」
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オーストラリアンフットボ
ール日本代表選手とビーチ
でふれあおう！

　とき　3月 25日（月）
　ところ　レイクウッドゴルフクラ
ブ　東 /西コース
　参加資格　町在住、在勤の 3月
　25日現在で 20歳以上の方
　定員　240人（先着順）
　参加費　18,000 円（総費用）
　申込み　はがきに住所・氏名（ふ
りがな）・性別・生年月日・電話番
号と回りたいコース（東か西）を記
入のうえ、3 月 7 日（木）までに
必着（FAX（72）0535 可）

　〒 259-0102 大磯町生沢 1157
　㈲精興商事内（同日消印有効）
問　町ゴルフ協会　加藤宅
　☎（71）2155

　住宅の耐震無料相談会を（社）神奈
川県建築士事務所協会より建築士を
招いて開催します。
　とき　3月 8日（金）
　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
　ところ　役場本庁舎１階
　町民相談室
　持ち物　建築確認申請図書※無い
場合はご相談ください。
問　都市計画課　☎内線 242

　ビーチフッティをご存じですか？
ぜひ、気軽に観覧して体験してみて
ください！
　とき　3月 17日（日）
　11:00 ～荒天時中止
　ところ　北浜海岸
　内容　ビーチフッティの交流試合
及び体験会
　申込み　不要。どなたでも参加で
きます。（参加希望者は動きやすい
服装でお越しください。）
問　大磯町総合型地域スポーツクラ
ブ　大磯うみくらぶ（大磯プリン
スホテル湘南ストリート 2-103
ラバーズ・ライン内）
　☎（61）7650 又は☎ 090（3085）
2658

春季町民ゴルフ大会

耐震無料相談会
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